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報道関係者 各位 

〔本荘労働基準監督署〕 

道路貨物運送業における労働災害防止講習会を実施します 
 

本荘労働基準監督署（署長 西村浩二）は、道路貨物運送業における労働災害防止を目的とした講習

会を下記により実施します。 

◆講習会の目的 

 本荘労働基準監督署において、令和４年度の道路貨物運送業における労働災害防止講習会

を開催することといたしました。 

 令和４年１月から５月までの管内の道路貨物運送業に係る労働災害件数（休業４日以上）は

６人であり、昨年１年間の５人を上回っております。労働災害の傾向としましては、荷物等の取扱

い作業におけるはさまれ・巻き込まれ災害（荷役作業）が多く発生していることから、当講習会に

おいては、荷役作業を含めた労働災害防止対策の説明を行います。 

 

◆講習会の概要 

・日時：令和４年７月 21日（木）午後２時 00分～午後３時 30分 

・場所：本荘由利産学共同研究センター「研修室」（由利本荘市川口字大覚 182番地） 

・対象：管内の道路貨物運送業者 

・内容：道路貨物運送業における労働災害防止対策 

・主催：本荘労働基準監督署 

 

◆お問合せ先 

本荘労働基準監督署 監督・安衛課（担当：千葉） 

〒015-0874 由利本荘市給人町 17 本荘合同庁舎２階 

TEL：0184-22-4124  FAX：0184-22-7812 

 

報道機関の皆様には、労働災害防止に向けた取組について、関係者をはじめ県民に広く浸透するよ

う、取材・報道をお願いします。 
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【照会先】 

本荘労働基準監督署 

署       長    西村 浩二 

監督・安衛課長    佐藤 遼平 
（電話）0184-22-4124 


